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設置の趣旨等を記載した書類 

 

1. 理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程設置の趣旨および必要性 

1.1 理工学研究科の沿革 

南山大学がある中部地区における主要産業は工業であり、歴史的に技術者の需要が高

い。南山大学では、地域産業の需要に応えるために、2000 年 4 月に数理情報学部を、

2004 年 4 月に大学院数理情報研究科をそれぞれ設置し、理工系技術者の育成を行って

きた。設置後も、理工系技術者のための新しい教育方法を恒常的に模索し、継続的に教

育課程や組織を見直すことで、現在は理工学部および大学院理工学研究科を有するに至

っている。数理情報学部および数理情報研究科の設置から、現在の理工学部および理工

学研究科に至るまで、ともに 100％近い就職率を達成しており、就職先は地域主要産業

の製造業と情報通信業が 7割以上である。このことは、理工学部および理工学研究科の

教育課程が、地域の人材需要に応え続けてきたことの表れである。 

この間、理工学部と理工学研究科では改組や教育課程の再編成などを通じ、絶え間な

い変革を行ってきた。その理由は、工業製品がその開発に必要とされる技術とともに絶

えず変容していることにある。技術の変容に伴い、求められる人材も変容する。当然、

人材育成に適した教育環境もまた発展させる必要がある。特に、近年、工業製品は高度

に複雑化しており、一つの製品であっても、それを作製するのに必要な技術は多分野に

渡る。複数の技術を有機的に統合して製品がはじめて完成することから、研究科の教育

においても専攻間の相互補完性を強化し、学際的な内容を学ぶことができる体制を整え

ることが必要である。それを実現するために設置されたのが、2013 年度に発足した現

在の理工学研究科である。 

このたび、南山大学は大学院理工学研究科において電子情報工学専攻博士前期課程を

新設する。研究科ではその他、機械システム工学専攻博士前期課程、機械電子制御工学

専攻博士後期課程を新設し、データサイエンス専攻に博士後期課程を設置する。電子情

報工学専攻博士前期課程、機械システム工学専攻博士前期課程の新設は、既存の 2021

年 4 月に設置された理工学部電子情報工学科と機械システム工学科が完成年度を迎え

るため、より高度な教育と人材育成を行うために博士前期課程を設置することがねらい

である。データサイエンス専攻博士後期課程の設置は、既存の 2023 年 4 月に設置され

た理工学研究科データサイエンス専攻博士前期課程の完成年度に合わせて課程の変更

を行うためである。さらに、既存の機械電子制御工学専攻博士後期課程が教育を担って

きた特定製品開発支援技術を取り巻く環境の劇的な変化への対応が急務であることか

ら、新たに機械電子制御工学専攻博士後期課程を新設する。環境の劇的な変化とは、工

業製品に求められる機能の多様化に伴う特定製品開発支援技術の高度化・先鋭化や、特

定製品開発支援技術に関するイノベーション創出力に対する需要の増加を指す。このよ

うな変化に対応しイノベーションを創出できる人材を育成するために、電子情報工学専
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修および機械システム工学専修を備えた新しい機械電子制御工学専攻博士後期課程を

同時設置する。これらによって理工学研究科全体としての教育・研究体制を整えること

とした。 

 

1.2 電子情報工学専攻博士前期課程設置の背景と必要性 

①電子情報工学を取り巻く技術的背景 

i) 開発工程支援技術と特定製品開発支援技術の変化 

理工学研究科では、開発工程支援技術と位置づける情報技術や数理技術、ならびに、

特定製品開発支援技術と位置づける機械工学や電子工学の有機的な統合を目指した教

育課程を編成してきた。 

開発工程支援技術とは、ソフトウェア工学やデータサイエンス分野の諸工学のように

適用範囲を特定の工業製品に限定せず、多種多様な工業製品について、その開発工程を

可視化、効率化、自動化するため等に利用される。一方、機械工学や電子工学のように

特定の製品や機能を実現するために発展してきた技術は特定製品開発支援技術と称す

ることができる。高度に複雑化する工業製品の開発では、製品の機械的・電子的な基本

機能は当然のこと、付加価値となる機能の組み込み、また、生産性や保守性・拡張性な

ども考慮する必要がある。すなわち、開発工程支援技術と特定製品開発支援技術を結び

つけられる能力を持つ人材が求められている。理工学研究科では、このような時代の要

請に応えることを趣旨とした教育を実践してきた。 

理工学研究科に、新たに電子情報工学専攻博士前期課程を設置しようとする背景には、

これまで機械電子制御工学専攻博士前期課程が主に教育を担ってきた特定製品開発支

援技術を取り巻く環境の劇的な変化がある。政府による「統合イノベーション戦略2023」

＜資料 01＞では、量子技術、フュージョンエネルギー、バイオテクノロジー、マテリア

ル、健康・医療、宇宙など重視すべき様々な分野が挙げられているが、いずれの分野に

おいてもその実現のために最終製品としての工業製品、あるいは最終製品を製造するた

めの工業製品が開発される。これらの工業製品の中には、宇宙分野が顕著であるが、複

数の工業製品がネットワークを介して知的に連携することを求められるものも存在す

る。人々の日常生活に密接に関わる領域においても、自動車、家電、情報機器など多数

の工業製品が利用されているが、単なる利便性の提供にとどまらず、多様な機能を実現

し人を能動的かつ知的に支援できる存在であることが要求されている。必要とされる対

象分野が多岐にわたり、知的さを含め要求が多様化・高度化し、さらに研究開発の加速

化が求められる中にあって、工業製品の開発は、世界規模でかつ比類のない速さで進む

技術革新とともに多様な技術を統合することによって進められている。 

人を能動的に支援する知的技術を工業製品として実装するためには、人工知能技術な

どの知的技術そのものの発展に加えて、製品に使用される機械部品の物理制御技術や、

電子デバイスとクラウドをネットワーク接続により連携させる電子通信技術が必須と
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なる。機械電子制御工学専攻博士前期課程では機械工学と電子工学を広く学ぶ教育課程

を提供してきたが、知的工業製品に対する社会的および技術的要求が多様化・高度化し、

電子通信技術および機械制御技術がともに急速な進化と応用先の拡大を続けている現

状に対して十分に対応することが難しくなりつつあり、それぞれの技術に特化した教育

課程の必要性が急速に高まっている。 

 

ii) 知的工業製品開発における電子通信技術の重要性 

知的工業製品の開発では、人工知能技術などの知的技術を具体的な工業製品として実

装する。このような工業製品は、センサやアクチュエータを用いて周囲の人や物理環境

と直接に相互作用する電子デバイス、様々な電子デバイスとクラウドを接続する情報信

ネットワーク、接続された各種機器を統合して制御する基盤ソフトウェア、システム全

体の安全を確保するためのセキュリティ技術から構成される。そして、これらの上に知

的技術を用いたサービスがアプリケーションソフトウェアとして実現される。そのため、

電子デバイスや情報通信ネットワークを開発するための技術が知的工業製品開発の基

盤技術として必要である。 

電子工学の発展により、用途に応じた様々な種類の電子デバイスを実現できるように

なった。センサ性能の向上やデバイスの小型化により様々な場所にデバイスを設置して

詳細にセンシングデータを取得できる。しかし、デバイスのデータ処理性能や電源が制

約となり、大量のセンシングデータの保存と処理をすべて電子デバイス上で行うことは

現実的ではない。一方、情報通信工学の発展により、コンピュータネットワークの抽象

化と標準化が実現され、様々な電子デバイスにネットワーク機能が搭載されるようにな

っている。さらに、無線通信をはじめとする様々な通信方式の開発や第 5世代（5G）情

報通信インフラの整備により、デバイスが設置された場所や状況によらず通信を行いネ

ットワークの一部を構成できるようになってきた。また、より高度な Beyond 5G（6G）

情報通信インフラの開発も進められている。電子デバイスをネットワークに接続するこ

とで、デバイスが取得したデータの保存と処理をクラウドなどの高性能な環境で行い、

大量の処理量を必要とする知的技術を実現できる。 

このように、知的工業製品は電子通信技術全般と密接に関わっており、電子通信技術

なくして知的工業製品の開発は行えない。 

 

②電子情報工学専攻博士前期課程設置の必要性 

i) Society5.0 を支える電子情報工学の教育の必要性 

これまで理工学研究科機械電子制御工学専攻博士前期課程では、中部地区で盛んな製

造業の主要分野である輸送機械や電子機器を扱う機械工学と電子工学を特定製品開発

支援技術として位置づけ、製品開発の様々な局面で活躍できる能力を涵養する教育課程

を構築してきた。このような能力は、輸送機械や電子機器に限らず今後も様々な産業分
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野で必要とされる能力であることに変わりはない。一方で、知的工業製品に対する社会

的要求が増大し、電子通信技術と機械制御技術のいずれも進化し続けると同時にその応

用先が拡大している現状から、それぞれの技術に特化した教育課程の必要性が急速に高

まっている。 

社会の様々な領域において知的工業製品が活用される現代の IoT 社会では、あらゆる

電子デバイスがネットワークに接続されていることを前提として様々なサービスが提

供される。このような社会に貢献できる技術者であるためには、電子デバイスの動作原

理や設計手法に加えて、電子デバイスをネットワークに接続して活用するための知識と

技術の習得も必要である。また、電子デバイスや組み込み機器がネットワークに接続さ

れるようになると、汎用なコンピュータのみで構成されるネットワークの構築・管理の

技術に加えて、ネットワークに接続される各種デバイスの特性や動作原理とセキュリテ

ィを考慮した運用・管理の技術の習得が必要となる。知的工業製品に対する社会的およ

び技術的要求の高度化に対応できる高度の専門的職業人を育成するために、電子デバイ

ス、情報通信ネットワーク、情報セキュリティを中心に電子工学および情報工学を教授

する電子情報工学専攻が理工学研究科に必要である。 

政府による「科学技術・イノベーション基本計画」＜資料 02＞において具体化させる

とされた Society 5.0 は、AI 技術に基づく知的工業製品が活用される IoT 社会であり、

サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合されたシステムを前提とする。また、政府

による「未来投資戦略 2018―『Society 5.0』『データ駆動型社会』への変革―」＜資料

03＞や、一般社団法人日本経済団体連合会による「Society5.0－ともに創造する未来－」

＜資料 04＞では、IoT や AI が Society 5.0 に向けたデジタル革新の中核をなす技術で

あると指摘されている。独立行政法人情報処理推進機構による「情報セキュリティ白書

2023」＜資料 05＞では、IoT やクラウドの情報セキュリティの重要性が指摘されてい

る。このような背景から、IoT の技術的中核をなす電子工学および情報工学を専門とす

る高度技術者が必要とされており、人材育成の必要性は＜資料 03＞＜資料 04＞＜資料

05＞に加え、中央教育審議会による「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答

申）」＜資料 06＞、内閣府による「選択する未来 2.0 報告」＜資料 07＞でも指摘され

ている。 

 

ii) IT 人材育成の必要性 

経済産業省の「IT 人材需給に関する調査（概要）」＜資料 08＞においては、IT 人材の

需給ギャップが 2030 年に約 45 万人に達すると予測されている。また、経済産業省によ

る「理工系人材需給状況に関する調査結果概要」＜資料 09＞では、電子工学や情報工学

に関連する分野の技術者の不足が予測されている。政府による「デジタル田園都市国家

構想基本方針」＜資料 10＞では、330 万人のデジタル推進人材の育成・確保を目標に掲

げ、現在の IT 人材数である 100 万人を除く 230 万人を 2026 年度末までに育成すること
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を目指すとされている。 

独立行政法人情報処理推進機構社会基盤センターによる「IT 人材白書 2020」＜資料

11＞では、先端 IT 従事者の IoT に対する関心について、「ある程度習得している」と

「これから習得する予定である」が合わせて 75%程度であり、AI と同程度の高い関心を

持たれていることが示されている。また、先端 IT 従事者のうち「業務上必要な内容が

あれば業務外（職場以外）でも勉強する」と回答した割合が 53.2％となっており、先端

IT 非従事者よりも技術習得意欲が 20％以上高い。さらに、先端 IT 従事者のスキルアッ

プの月当たり自己負担額は平均 12,780 円であり、先端 IT 非従事者の 3,920 円よりもか

なり高い金額となっている。これらのことは、IoT 技術について IT 技術者を中心とし

て社会人の学びなおし需要がかなり高いことを示している。 

 

iii) 愛知県を中心とした地域への人材輩出の必要性 

愛知県が策定した「あいち DX 推進プラン 2025～デジタルで生まれ変わる愛知～」＜

資料 12＞では、デジタル人材の育成が主要取組事項の一つとして挙げられており、愛

知県内のモノづくりを中心とする産業の維持・発展に不可欠な IoT 人材を育成する必要

性が指摘されている。経済産業省中部経済産業局による「『IT ものづくりブリッジ人材

(A タイプ)』産学連携カリキュラム」＜資料 13＞では、東海地域の強みであるものづく

りを IT の活用によりさらに強化し、時代に即応した価値創造へとつなげていくことの

重要性が指摘され、IoT や AI 等を活用して課題解決・価値創造できる「IT ものづくり

ブリッジ人材」の育成に関する取り組みが始まっていることが報告されている。 

中部地区に電子工学や情報工学を教育する大学院博士前期課程はいくつかあり、それ

らの入学定員は＜資料 14＞に示す通りである。しかし、IoT などのネットワークシステ

ムの物理層からアプリケーション層に至るまで系統的に電子工学および情報工学を取

り扱う専攻を設置する大学院博士前期課程は量的にも質的にも十分とは言い難い。この

ことは、南山大学大学院理工学研究科に電子情報工学専攻博士前期課程設置の必要性が

十分にあることを示している。 

 

③電子情報工学専攻博士前期課程の設置時期について 

南山大学では 2021 年 4 月に理工学部電子情報工学科を設置した。その完成年度に合

わせて、理工学部電子情報工学科を基礎とする理工学研究科電子情報工学専攻博士前期

課程を 2025 年 4 月に設置する。 

 

＜資料 01＞ 統合イノベーション戦略 2023（令和 5 年 6 月 9 日 閣議決定） 

＜資料 02＞ 科学技術・イノベーション基本計画（令和 3 年 3 月 26 日 閣議決定） 

＜資料 03＞ 未来投資戦略 2018―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革―（平

成 30 年 6 月 15 日 閣議決定） 
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＜資料 04＞ Society5.0－ともに創造する未来－（2018 年 11 月 13 日 一般社団法人

日本経済団体連合会） 

＜資料 05＞ 情報セキュリティ白書 2023（2023 年 7 月 25 日 独立行政法人情報処理

推進機構） 

＜資料 06＞ 2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）（平成 30 年 11 月

26 日 中央教育審議会） 

＜資料 07＞ 選択する未来 2.0 報告（2021 年 6 月 4 日 内閣府） 

＜資料 08＞ IT 人材需給に関する調査（概要）（平成 31 年 4 月 経済産業省情報技術

利用促進課） 

＜資料 09＞ 理工系人材需給状況に関する調査結果概要（平成 30 年 4 月 20 日 経済産

業省産業技術環境局大学連携推進室） 

＜資料 10＞ デジタル田園都市国家構想基本方針（令和 4 年 6 月 7 日 閣議決定） 

＜資料 11＞ IT 人材白書 2020（2020 年 8 月 31 日 独立行政法人情報処理推進機構社

会基盤センター） 

＜資料 12＞ あいち DX 推進プラン 2025～デジタルで生まれ変わる愛知～（2020 年 12

月 愛知県） 

＜資料 13＞ 「IT ものづくりブリッジ人材(A タイプ)」産学連携カリキュラム（令和

2 年 5 月 中部経済産業局） 

＜資料 14＞ 類似する近隣等の大学院・研究科・専攻における入学定員（2023 年度） 

 

1.3 電子情報工学専攻博士前期課程の目的 

理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程では、既設の機械電子制御工学専攻博士

前期課程における電子工学および情報工学に関する教育をより充実させた教育課程を

提供する。IoT 社会の中核をなす情報通信システムと密接に関係する電子デバイス、情

報通信ネットワーク、情報セキュリティなどの専門知識と技術の修得を可能とする。こ

の教育課程により、電子工学および情報工学の諸技術を理解した上で、課題に対して適

切な技術を組み合わせて活用し、電子通信機器や情報通信基盤の開発に貢献できる能力

を備えた人材を育成する。また、開発工程支援技術であるソフトウェア工学あるいはデ

ータサイエンスの特徴を理解し、課題に対して効果的かつ効率的な解決法を提案できる

能力も培う。 

電子情報工学専攻博士前期課程が対象とする中心的な学問分野は、電子工学および情

報工学である。特に、現代の知的工業製品開発に欠かせない電子デバイス・通信ネット

ワークと、それらが扱うデータの効率や安全性にかかわる情報通信・セキュリティを教

育研究の柱とする。 
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1.4 電子情報工学専攻博士前期課程で育成する人材像 

電子工学分野および情報工学分野の高度技術人材に対する社会的要請を踏まえ、理工

学研究科電子情報工学専攻博士前期課程で育成する人材像を次の通り定める。 

①目的に対して技術を適切に活用できる人材の育成 

 電子情報工学専攻博士前期課程では、主専門領域である電子工学および情報工学の要

素技術を、理学的基礎に基づく理解とともに特定製品開発支援技術として修得し、電子

通信機器や情報通信基盤の設計、実装、運用、保守などに活用する能力を持つ高度技術

者を育成する。 

 

②広い技術的視野を持ち課題に対して適切な技術を選択して解決法を提案できる人材

の育成 

 電子工学および情報工学の要素技術の性質と制約を理解した上で、課題の性質を勘案

して適切な技術を選択し組み合わせて活用できる人材を育成する。副専門領域であるソ

フトウェア工学あるいはデータサイエンスの技術について開発工程支援技術としての

特徴を理解し、課題に対して効率的かつ効果的な解決法を提案できる人材を育成する。

「電子情報工学専攻博士前期課程設置の概念図」＜資料 15＞に示すように、理学的基

礎の上に電子工学および情報工学の諸技術を修得し、副専門領域である開発工程支援技

術を応用する能力を身につけることで、本専攻で育成する人材像を満たす高度技術者と

して社会において活躍できる。 

本専攻で育成する人材は、電子通信機器や情報通信基盤の開発におけるあらゆる局面

で活躍できる高度技術者であり、Society 5.0 が目指す IoT 社会を技術面から支える人

材である。この人材像は、政府による「統合イノベーション戦略 2023」＜資料 01＞、

総務省による「令和 5年版 情報通信白書」＜資料 16＞、日本学術会議総合工学委員会

工学基盤における知の統合分科会による「報告『知の統合』の人材育成と推進」＜資料

17＞をはじめ、様々な報告書等において言及されている、デジタル社会を担う人材育成、

Π型人材の育成の実践と対応する。Π型人材とは幅広い知識と複数の専門性を有する人

材を指す。本学理工学部では副専攻制の導入により 2 種類の専門を持ち相互の知識・技

術を組み合わせられるΠ型人材の育成を目指している。理工学部電子情報工学科を基礎

とする本専攻では専門性をより深めたΠ型人材を育成する。本専攻におけるΠ型人材の

育成は、開発工程支援技術であるソフトウェア工学あるいはデータサイエンスの視点を

踏まえた上で、IoT 社会の中で電子工学および情報工学に関わる課題に対して適切な解

決策を提案できる高度技術者の育成と同義である。電子工学および情報工学の技術適用

能力を基礎として、ソフトウェア工学あるいはデータサイエンスの技術を課題解決に活

用する技術統合能力、課題に対して新たな解決策を生み出す技術創造能力を涵養するこ

とで、Π型人材を育成する。 
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＜資料 15＞ 電子情報工学専攻博士前期課程設置の概念図 

＜資料 16＞ 令和 5 年版 情報通信白書（2023 年 7 月 総務省） 

＜資料 17＞ 報告 「知の統合」の人材育成と推進（平成 29 年 9 月 20 日 日本学術会

議 総合工学委員会 工学基盤における知の統合分科会） 

 

1.5 電子情報工学専攻博士前期課程の特色 

①理学的基礎に基づく電子工学および情報工学の諸技術の教育 

電子情報工学専攻博士前期課程では、ここまでに説明した電子工学および情報工学を

専門とする高度技術者の必要性を踏まえ、数学、物理学、情報科学を中心とする理学的

基礎の上に、電子工学および情報工学の諸技術を教育する。専門的な知識と技術を一足

飛びに身につけることは困難であるため、電子工学および情報工学の基礎的技術を教授

した上で、通信工学やネットワーク、データ工学、情報通信セキュリティ、情報システ

ム工学を教授する教育課程を編成する。大規模かつ複雑で拡張性を備えたネットワーク

など IoT 社会で求められる情報通信システムの開発に必要な知識・技術を基礎から順を

追って修得させる。電子通信機器や情報通信基盤の開発に活躍できる能力を涵養し、知

的工業製品が活用される IoT 社会を技術面から支えられる高度技術者を育成する。 

 

②技術の選択・活用・開発による課題解決の実践 

高度技術者として活躍するためには、様々な技術の特徴と制約を正しく理解している

ことが必要である。しかしそれだけでは不十分であり、取り組む課題の性質を正しく把

握した上で、適切な技術を選択し、必要に応じて複数の技術を組み合わせ、技術を正し

く活用できる能力が必要である。このような能力を涵養するために、研究指導科目にお

いて、具体的な課題の解決に向けて学んだ技術を実際に適用する過程を実践する。課題

の性質を検討し、技術を選択して適用し、その結果を分析・評価する経験を積むことで、

技術を適切に利活用する能力を備えた人材となる。 

 

③副専門領域の導入 

以上に加えて、これまでに理工学研究科の教育基盤として成熟させてきた学際的に他

分野を学ぶことができる教育環境を、副専門領域の導入により、一段と昇華する。副専

門領域は、ソフトウェア工学あるいはデータサイエンスから選択する。副専門領域の特

徴を把握するために、副専門領域科目の履修によってその基礎を学ぶ。研究指導科目に

おいて、開発工程支援技術であるソフトウェア工学あるいはデータサイエンスの技術を

踏まえて修士論文の研究課題に取り組むことで、課題の効率的かつ効果的な解決法を多

様な観点から提案できる能力を涵養する。このような人材は、Society 5.0 が目指す IoT

社会を技術面から支える人材となる。 
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1.6 電子情報工学専攻博士前期課程のディプロマ・ポリシー 

以上の特色を踏まえて、理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程のディプロマ・

ポリシーを次のように定める。 

 

<電子情報工学専攻博士前期課程のディプロマ・ポリシー> 

電子情報工学専攻博士前期課程では、「人間の尊厳のために」（Hominis Dignitati）と

いう教育モットーを電子情報工学分野において実践し、以下の能力を身につけた者に修

士（電子情報工学）の学位を授与します。 

① 主専門領域である電子工学および情報工学の要素技術を、理学的基礎に基づいて理

解し、電子通信機器や情報通信基盤の設計、実装、運用、保守などに活用する能力。 

② 主専門領域である電子工学および情報工学の要素技術の特徴と制約を理解し、目的

にあった適切な技術を選択する能力。 

③ 主専門領域である電子工学および情報工学における課題の性質を理解し、副専門領

域であるソフトウェア工学あるいはデータサイエンスの視点も踏まえて、課題の効

率的かつ効果的な解決法を提案できる能力。 

 

電子情報工学専攻博士前期課程では、数学、物理学、情報科学を中心とする理学的基

礎の上に、通信工学やネットワーク、データ工学、情報通信セキュリティ、情報システ

ム工学など、電子工学および情報工学の諸技術を教育する。これらの技術を、その特徴

に基づいて取捨選択し、組み合わせて活用することで、コンピュータとネットワークが

組み込まれ多種多様なデータがやりとりされる電子通信機器およびセキュアな情報通

信基盤の開発のあらゆる局面において活躍できる高度技術者を育成する。 

修了した者の進路として、電子通信機器が組み込まれた多種多様な製品を製造する企

業において、電子通信機器や通信システムの設計、実装、保守を行う部門の担当者が想

定される。また、情報通信サービスを提供する企業において、情報通信基盤の設計、実

装、運用、保守を担当する部門の担当者として活躍することも期待される。 

 

2. 機械電子制御工学専攻博士後期課程設置の構想 

2025 年 4 月に理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程を設置すると同時に、理

工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程を設置する。機械電子制御工学専攻博士

後期課程には電子情報工学専修および機械システム工学専修を設け、電子情報工学専攻

博士前期課程と機械システム工学専攻博士前期課程を基礎とする博士後期課程とする。 

特定製品開発支援技術に関わる主たる学問分野である電子情報工学と機械システム

工学を合わせて機械電子制御工学という大きな一つの学問分野として捉え、それに共通

する専門知識や原理を教育するために、機械電子制御工学専攻博士後期課程の 1 専攻と

する。その一方で、それぞれの分野に特化した高度な専門知識および先進的な諸技術の
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教育を、博士前期課程における教育との連続性を考慮しながら実施する必要もあるため、

電子情報工学専攻博士前期課程を基礎とする電子情報工学専修と、機械システム工学専

攻博士前期課程を基礎とする機械システム工学専修を設ける。2つの専修を設ける目的

は、特定製品開発支援技術に関するイノベーションを創出するためには、機械電子制御

工学の専門知識に加えて、電子情報工学あるいは機械システム工学の専門知識と先進的

な諸技術を併せ持った人材の育成が求められているからである。以上により、工業製品

に求められる機能の多様化に伴う特定製品開発支援技術の高度化・先鋭化に対応すると

ともに、特定製品開発支援技術に関するイノベーションを創出できる人材を育成する。 

政府による「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」＜資料

18＞等で述べられているとおり、科学技術イノベーションの推進に向けた研究者や高度

な専門技術者の育成は、我が国における喫緊の課題である。より高度な教育、すなわち

機械電子制御工学分野の新たな技術を開発する能力と開発した研究成果を組み合わせ

て実問題に広く展開できる問題解決力を涵養する教育を早急に開始するため、基礎とな

る電子情報工学専攻博士前期課程と機械システム工学専攻博士前期課程の完成を待た

ずに、機械電子制御工学専攻博士後期課程を同時設置する。 

 

＜資料 18＞ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版（令和 5 年

6 月 16 日 閣議決定） 

 

3. 電子情報工学専攻博士前期課程の名称および学位の名称 

本専攻では、現代の知的工業製品の開発に欠かせない電子部品や情報通信に関する理

論や要素技術群を電子情報工学として捉え、これを教授し、ディプロマ・ポリシーに掲

げた 3つの能力を涵養する。そのため以下の専攻名称と学位名称を採用する。 

 

理工学研究科 電子情報工学専攻 

英訳名称：Graduate Program of Electronics and Communication Technology 

 

学位名称 修士（電子情報工学） 

英訳名称：Master of Science in Electronics and Communication Engineering 

 

工学分野の修士学位の英訳名称には Master of Science in Engineering や、教育

課程で重点をおく分野を具体的に示した Master of Science in Electrical and 

Electronics Engineering といった名称が利用される傾向にある。これは国内だけでな

く＜資料 19＞で示されているように米国においても同様であり、情報通信を核に電子

工学と情報工学を電子情報工学と捉える本専攻の特色および学位名称の国際的通用性

を考慮して、上記の英訳名称を採用する。 
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＜資料 19＞ 実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化に関する特別部会

（第 5 回）参考資料 2-2 米国で授与される学位の名称例（平成 27 年 10

月 2 日 文部科学省中央教育審議会） 

 

4. 教育課程の編成の考え方および特色 

4.1 電子情報工学専攻博士前期課程における科目の編成の考え方と特色 

理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程では、ディプロマ・ポリシーに示す能力

を養成するために、電子情報工学に関する研究科共通科目、基礎科目、専攻科目、研究

指導科目、副専門領域科目からなる教育課程を編成する。 

現代の知的工業製品開発に欠かせない電子デバイス・通信ネットワークと、それらが

扱うデータの効率や安全性にかかわる情報通信・セキュリティを教育研究の柱とする。 

研究科共通科目では、研究倫理、研究の進め方、技術コミュニケーションに関する能

力を涵養する。基礎科目では、電子工学および情報工学の基礎的技術を教育し、それら

を問題の解決に活用する能力を涵養する。専攻科目では、電子工学および情報工学の発

展的技術、個別の対象に関する技術を教育し、現実の問題を解決するために適切な技術

を選択できる能力を涵養する。研究指導科目では、修士論文の課題への取り組みを通し

て、課題の性質と既存技術の制約を理解し、副専門領域の視点も踏まえて課題の解決法

を探求できる能力を涵養する。副専門領域科目では、他分野の基礎を学ぶことで他分野

の特徴を理解し、電子工学および情報工学の技術の効率的かつ効果的な活用に向けて技

術的視野を広げる。 

ディプロマ・ポリシーに示す能力を醸成しているかとの観点から、特に電子工学およ

び情報工学の要素技術について、その特徴と制約も含めて理解する能力と、電子工学お

よび情報工学の特定の課題に対して適切な技術を選択し効率的かつ効果的な解決策を

提案できる能力を中心に評価する。 

 

4.2 電子情報工学専攻博士前期課程の科目の編成の考え方とカリキュラム・ポリシー 

前節で説明した考え方および特色を踏まえ、電子情報工学専攻博士前期課程のカリキ

ュラム・ポリシーを次のように定める。 

 

<電子情報工学専攻博士前期課程のカリキュラム・ポリシー> 

電子情報工学専攻博士前期課程では、ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を養成するた

めに、研究科共通科目、および、基礎科目、専攻科目、研究指導科目、副専門領域科目

からなる専門科目を配置し、以下の考えに基づく教育課程を編成しています。 

① 研究科共通科目では、研究を遂行するための基礎的能力を涵養し、さらに研究倫理

について学びます。 



-設置の趣旨（本文）-14- 

 

② 基礎科目では、電子工学および情報工学の基礎的技術を理学的基礎（特に数学、物

理学、および情報科学）に基づいて教育し、それらを問題の解決に活用する能力を

涵養します。 

③ 専攻科目では、電子工学および情報工学の発展的技術、個別の対象に関する技術を

教育し、現実の問題を解決するために適切な技術を選択できる能力を涵養します。 

④ 研究指導科目では、主専門領域である電子工学および情報工学の特定の課題に取り

組みます。課題の性質と既存技術の制約を理解し、副専門領域の視点も踏まえて課

題の解決法を探究できる能力を涵養します。 

⑤ 副専門領域科目では、他分野の基礎を学ぶことで他分野の特徴を理解し、電子工学

および情報工学の技術の効率的かつ効果的な活用に向けて技術的視野を広げます。 

⑥ 学修成果の評価は、授業科目ごとに定める到達目標および評価基準に応じ、試験や

レポートなどを通して達成度に基づき行います。 

 

ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの関係図およびカリキュラムマップ

を＜資料 20＞＜資料 21＞に示す。 

 

＜資料 20＞ 理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程のディプロマ・ポリシーと

カリキュラム・ポリシー（科目群）の対応関係図 

＜資料 21＞ 理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程 カリキュラムマップ 

 

4.3 電子情報工学専攻博士前期課程の科目の編成 

①科目編成 

このカリキュラム・ポリシーに基づいて、具体的には、以下の科目編成を行う。 

電子情報工学専攻博士前期課程では、ディプロマ・ポリシーに挙げる 3つの能力を涵

養するための教育課程を編成する。括弧内の数字は単位数と開講学年およびクォーター

である。 

・研究科共通科目 

アカデミックリテラシー(2) <1 年 Q3> 

・基礎科目 

電子工学概論(2) <1 年 Q1> 

情報工学概論(2) <1 年 Q2> 

数理論理学概論(2) <1 年 Q1> 

・専攻科目 

    通信工学研究(2) <1 年 Q3> 

ネットワーク設計研究(2) <1 年 Q2> 

データ工学研究(2) <1 年 Q3> 
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情報通信セキュリティ研究(2) <1 年 Q4> 

情報システム工学研究(2) <1 年 Q4> 

・研究指導科目 

研究指導 IA(1) <1 年 Q1> 

研究指導 IB(1) <1 年 Q2> 

研究指導 IC(1) <1 年 Q3> 

研究指導 ID(1) <1 年 Q4> 

研究指導 II(1) <2 年 Q1> 

研究指導 III(1) <2 年 Q2> 

研究指導 IV(2) <2 年 Q3> 

研究指導 V(2) <2 年 Q4> 

・副専門領域科目（ソフトウェア工学） 

ソフトウェア工学概論(2) <1 年 Q1> 

アルゴリズム研究(2) <1 年 Q2> 

ソフトウェア構築と保守(2) <1 年 Q3> 

正当性検証と妥当性確認(2) <1 年 Q2> 

・副専門領域科目（データサイエンス） 

オペレーションズ・リサーチ概論(2) <1 年 Q1> 

数理統計学概論(2) <1 年 Q1> 

データサイエンスの数理(2) <1 年 Q1> 

機械学習研究(2) <1 年 Q3> 

 

②研究科共通科目 

研究科共通科目「アカデミックリテラシー」により、研究の進め方（技術コミュニケ

ーション、文献調査、論文の作法）、プレゼンテーションなどを学び、加えて技術コミ

ュニケーション能力の基礎となる語学力も修得する。また、プライバシーを含むデータ

の取り扱いについては倫理教育が重要であることからこの科目で教育する。研究科共通

科目は、ディプロマ・ポリシーに掲げた 3 つの能力の基礎的素養となる能力を醸成す

る。 

 

③基礎科目 

基礎科目には、電子部品や電子回路の設計・試作・特性評価に必要な知識を涵養する

「電子工学概論」と、コンピュータやネットワークの抽象モデルを通して情報通信シス

テムの構造や振る舞いの特徴と制約を理解する能力を涵養する「情報工学概論」を配置

する。さらに、「数理論理学概論」において、電子工学や情報工学の要素技術に活用可

能な理論を学ぶ。これら基礎科目は、ディプロマ・ポリシーに掲げた 3 つの能力のうち、
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特に①の能力を醸成する。 

 

④専攻科目 

専攻科目には、電子工学や情報工学におけるより高度な要素技術を修得するための科

目を配置する。まず、物理層やそれに近い層に属する技術を学ぶ科目として、「通信工

学研究」では、通信路の伝送特性の解析や伝送誤りの少ない通信システム設計に関する

手法を学ぶ。「ネットワーク設計研究」では、物理的実体である通信ネットワークに存

在する物理的または数学的な制約を正しく理解し、その制約に即した技術を適用する能

力を涵養する。一方、アプリケーション層やそれに近い層に属する技術を学ぶ科目とし

て、「データ工学研究」では、分散環境におけるデータの取り扱いやプライバシー保護

技術について学ぶ。「情報通信セキュリティ研究」では、情報セキュリティにおける要

素技術の学びを通して、安全性と効率性のトレードオフを考慮してセキュリティ技術を

選択できる能力を涵養する。「情報システム工学研究」では、組込みシステムや Web シ

ステムなどの情報システムを対象とし、それらのモデル化、設計、解析、検証の技術を

学ぶことで、適切な技術を用いて情報システムを開発できる能力を涵養する。これらの

科目によって、知的工業製品開発に欠かせない要素技術を、それらの特徴と制約の理解

も含めて幅広く修得する。専攻科目はディプロマ・ポリシーのうち特に①と②の能力を

醸成する。 

 

⑤研究指導科目 

研究指導科目では、修士論文の研究課題として、既存手法の改良や新たな手法の開発

が必要な課題を選択する。そして、課題の性質について検討し、基礎科目と専攻科目で

学んだ要素技術の中から、取り組む課題に適した要素技術を選択することや、複数の要

素技術を組み合わせて解決することを学ぶ。さらに、副専門領域であるソフトウェア工

学あるいはデータサイエンスの視点も踏まえて課題に取り組むことで、課題の効率的か

つ効果的な解決法を提案できる能力を涵養する。研究指導科目は、ディプロマ・ポリシ

ーに掲げた 3 つすべての能力を醸成する。 

 

⑥副専門領域科目 

副専門領域科目には、他専攻のソフトウェア工学専攻からソフトウェア工学分野の基

礎を教授する科目と、データサイエンス専攻からデータサイエンス分野の基礎を教授す

る科目を配置し、他分野の特徴を把握する。ソフトウェア工学分野あるいはデータサイ

エンス分野まで技術的視野を広げることで、電子工学および情報工学の技術を効率的か

つ効果的に活用できる能力を養成する。副専門領域科目は、ディプロマ・ポリシーのう

ち特に③に示す能力を醸成する。 

 



-設置の趣旨（本文）-17- 

 

5．教育方法、履修指導、研究指導の方法および修了要件 

5.1 教育方法、履修指導方法、研究指導の方法 

①入学から修了までの指導プロセス 

電子情報工学専攻博士前期課程では、専攻の教育課程の編成の考え方に従い、研究科

共通科目により、研究科の基礎となる研究の方法論を教育する。基礎科目では、専攻の

基礎的な内容を教育する。専攻科目、研究指導科目では、専攻の専門的な内容を教育す

る。副専門領域科目の中に、ソフトウェア工学専攻、データサイエンス専攻の科目を配

置することで、電子工学および情報工学への応用を教育する。同時に 1年次の研究指導

科目では、研究に必要な基礎的な技術を教育する。2年次の研究指導科目では、副専門

領域科目で学んだ内容を踏まえて課題の解決法を探究する能力を養成する。これにより、

最新の理論や成果に基づいた実践的な能力を養成し、さらに修士論文として成果をまと

めることで、ディプロマ・ポリシーに示す能力を備えた人材を養成する。 

 

②履修指導の方法と研究指導の方法 

理工学研究科委員会は、学生の入学後すみやかに指導教員と副指導教員を決定する。

指導教員は、出願時の学生の希望にもとづいて決定する。副指導教員は、原則 1名とし、

指導教員の専門分野と学生の希望を考慮して決定する。副指導教員を設ける目的は、指

導教員と協力して研究指導を進めることによって、複数の教員による多面的な視点から

学生の研究指導を充実させることである。指導教員は、学生が研究を行おうとする研究

テーマを踏まえて、適切な科目を選択するよう指導し、研究科での研究の基盤となる専

門的知識や深い学識を身につけさせる。研究指導は、指導教員が副指導教員と協力して

行う。研究指導では、修士論文執筆に向けて、学生の研究の進捗状況に対応して、随時

個別に助言を与えながら、先行研究および関連する研究の適切な理解、研究の方法論、

論文構成法、研究発表の方法等を含めて指導する。 

 

③指導体制 

電子工学および情報工学の専門知識と技術を体系的に修得させ、修士論文の作成に資

するべく、基礎科目では電子工学および情報工学の基礎的内容について、専攻科目では

電子工学および情報工学のより発展的な内容について、各科目の担当教員が講義を行う。

研究指導科目においては、学生が決定した研究テーマでの修士論文の作成を目指して、

指導教員と副指導教員が協力して指導を行う。 

 

④ 履修指導・研究指導の具体的な手順・方法（修了までのスケジュール） 

1 年次 Q1,Q2 

・ 指導教員と副指導教員の決定：理工学研究科委員会は、学生の入学後すみやかに指

導教員と副指導教員を決定する。指導教員は、出願時の学生の希望にもとづいて決
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定する。副指導教員は、指導教員の専門分野と学生の希望を考慮して決定する。 

・ 1 年次生全員を対象としたオリエンテーションの開催。 

・ 学生に対し、履修すべき科目を指導する。 

・ 研究活動の指導：2 年間の研究指導計画を作成し、修士論文執筆に向けて研究指導

を開始する。研究分野に関する既存技術や課題について指導し、研究の遂行に必要

な専門知識、分析能力を身につけさせる。 

 

1 年次 Q3,Q4 

・ 研究活動の指導：修士論文として取り組む研究分野の課題について指導する。 

 

2 年次 Q1,Q2 

・ 研究活動の指導：修士論文の完成に至る研究計画の立案を指導する。論文の構成を

検討し、中間審査に向けて指導を行う。 

・ 学位論文計画書等の提出：指導教員の承認を得て学位論文計画書等（論文の主題と

その研究計画書）を提出する。学位論文計画書は研究審査委員会により研究倫理審

査の要否について判断を受けなければならない。 

・ 研究科委員会は学位論文計画書の内容を確認する。学位審査委員会の委員選出につ

いて審議し、主査および副査を決定する。 

 

2 年次 Q3 

・ 中間審査：修士論文等を提出しようとする者は、本研究科の定める所定の時期に中

間審査を受けなければならない。中間審査は、学位審査委員会が行う。 

・ 研究活動の指導：修士論文の完成と最終審査に向けて、問題意識、論理構成、結論

の整合性・妥当性を検討し、指導する。 

 

2 年次 Q4 

・ 修士論文等の提出：修士論文等を提出する。 

・ 修士論文等の審査と最終試験：修士論文等の審査と最終試験は、学位審査委員会が

行う。最終試験は、論文審査の終了後、口頭で行う。ただし、筆答試験を併せて行

うことがある。 

・ 学位の授与：研究科委員会の報告に基づき、学位が授与される。 

 

なお、理工学研究科では 9月入学を実施しており、電子情報工学専攻博士前期課程でも

同様に 9 月入学を実施する。以上①，②，③，④についても Q1,Q2,Q3,Q4 をそれぞれ

Q3,Q4,Q1,Q2 と読み替えた上で 4月入学生と同様とする。なお、履修モデルでは、Q3,Q4

に開講される専攻科目を、入学直後の 1年次ではなく基礎科目履修後の 2年次に履修す
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る。研究指導の観点からは履修の時期がやや遅いが、研究に必要な専門知識や技術は研

究の進展に合わせて指導教員が適切に教授し、研究の遂行に影響が出ないようにする。

研究を進めながら専攻科目を履修することで、科目の内容をより深く理解し、研究の遂

行にさらに活用することができる。 

 

＜資料 22＞ 理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程における修了までのスケジ

ュール表 

＜資料 23＞ 履修モデル 

 

5.2 電子情報工学専攻博士前期課程の修了要件 

ア）研究科共通科目から 2単位以上修得しなければならない。 

イ）電子情報工学専攻の基礎科目から、専門とする分野の科目を含め 4単位以上修得し

なければならない。 

ウ）電子情報工学専攻の専攻科目から、専門とする分野の科目を含め 6単位以上修得し

なければならない。 

エ）電子情報工学専攻の副専門領域科目（ソフトウェア工学）および副専門領域科目（デ

ータサイエンス）のうち選択したいずれか一方について、4単位以上修得しなければな

らない。 

オ）ア）の 2 単位とイ）の 4単位とウ）の 6単位とエ）の 4単位を含めて、理工学研究

科博士前期課程の科目（研究指導科目を除く）から 20 単位以上を修得しなければなら

ない。 

カ）電子情報工学専攻の研究指導科目から 10 単位を修得しなければならない。 

キ）計 30 単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および最終

試験に合格しなければならない。目的に応じ適当と認められるときには、特定の課題に

ついての研究の成果の審査をもって代えることができる。 

 

5.3 他大学における授業科目の履修等について 

他大学における授業科目の履修等について、現在、理工学研究科では、名古屋大学大

学院情報学研究科と単位互換に関する協定を結んでおり、相互に授業を履修できる体制

がある。単位互換の対象となる科目について、希望する学生は研究科委員会の承認のも

とで履修登録をすることができる。単位認定も研究科委員会の承認による。電子情報工

学専攻博士前期課程についてもこれを継続し、学修内容に関連する知識や技術を幅広い

視野から身につけるための機会として活用する。また、「大学院設置基準の一部を改正

する省令」（令和 2年文部科学省令第 24 号）に基づき、履修要項を改正して、他大学院

の単位互換や入学前の既修得単位の認定の柔軟化を行っている。 
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＜資料 24＞ 名古屋大学大学院情報学研究科と南山大学大学院理工学研究科との間に

おける単位互換に関する協定書 

 

5.4 学位論文審査体制 

以下のような体制で学位論文の審査を行い、審査の厳格性および透明性を確保する。 

① 中間審査にあたり、学位審査委員会を構成する。学位審査委員会は、修了年度の第

2 クォーター（9 月入学の場合は第 4 クォーター）に研究科委員会において選出さ

れた、指導教員および副指導教員を含む、博士前期課程研究指導担当教員 3 名以上

の学位審査委員で構成され、中間審査と最終審査を行う。学位審査委員会の主査は

指導教員および副指導教員以外から選び、また、中間審査および最終審査は公開で

行い、透明性と公平性を保証する。学位審査委員会は、必要に応じて本研究科所属

教員以外の当該分野の専門家に学位審査委員を依頼することができる。論文審査の

可否の原案は学位審査委員会が作成し、研究科委員会で可否を決定する。 

② 学位審査を通過し、学位を授与した修士論文については、副本を図書館に寄贈する

とともに、理工学研究科の Web ページで論文の要旨を公開する。 

 

5.5 学位論文に係る評価 

修士論文は、専攻分野における精深な学識と研究能力とを証示するに足るものをもっ

て合格とする。その判断基準は以下のとおりである。 

（１）研究テーマが専攻分野との関連で適切なものであり、学術的、産業的意義を有し

ている。 

（２）新規性、独創性が認められる。 

（３）理論的または実証的研究の成果を含んでいる。 

（４）先行研究が適切に参照され、研究の位置付けが明確である。 

（５）論文の体系性（全体としての主題を有すること）が認められる。 

（６）専攻分野の研究能力または業務遂行に必要な専門性を示している。 

 

5.6 学位論文審査体制、学位論文および学位論文に係る評価の基準の公表方法等につ

いて 

学位論文審査体制は、南山大学学位規程＜資料 25＞として公表している。学位論文

は図書館で公開されるとともに理工学研究科の Web ページで論文の要旨を公開する。上

記 5.5 で示した学位論文に係る評価の基準は理工学研究科委員会にて審議承認されて

おり、南山大学公式 Web ページおよび履修要項の一部として公表している。 

 

＜資料 25＞ 南山大学学位規程（抜粋） 
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5.7 研究の倫理審査体制 

まず、学生は入学時にコンプライアンス教育として研究倫理教育に関するe-learning

教材を受講する。研究科共通科目のアカデミックリテラシーでは、研究倫理教育を行い、

また、研究指導においても研究倫理についての指導がなされる。 

そのうえで、修士論文の倫理的な審査は、南山大学で設置されている研究審査委員会

で行う。提出されるすべての学位論文は、論文計画書作成段階で研究科の外部に設置さ

れる全学的組織である研究審査委員会において、社会通念上の規範に基づき科学的合理

性および倫理的妥当性を判定している。研究審査委員会は学生が提出した学位論文計画

書に基づき研究倫理審査の要否を判断する。人を対象とする研究の場合には倫理審査が

必要となる。倫理審査が必要と判断された場合には、学生は指導教員を通じて倫理審査

申請書を提出する。研究審査委員会はこれに基づいて審査を実施し、研究審査委員会で

の承認後、研究調査を実施する。研究審査委員会は、原則毎月１回開催しているが、論

文計画書のみを審議するための委員会を別途７月に開催している。 

 

＜資料 26＞ 南山大学研究活動上の行動規範 

＜資料 27＞ 南山大学研究審査規程 

＜資料 28＞ 南山大学「人を対象とする研究」倫理ガイドライン 

 

6. 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合 

理工学研究科では、工学を基礎とする応用研究も研究課題の一つとして指導の対象と

する。応用研究の成果は必ずしも論文だけでは無いとの観点から、特定の研究課題につ

いての研究成果を小論文と試作物によって代えられるものとする。 

特定課題についての研究の成果は、高度の専門性を要する職業等に必要な高度の学識

や技術を有することを示すものをもって合格とする。ただし特定課題について、その目

的と成果物の製作について記述した成果報告書を併せて提出すること。また共同制作で

ある場合は各自の担当部分を明確にすること。学位審査委員会は修士論文と同様に構成

され、成果報告書の内容を中心として、これに関連する学識や技術について総合的な審

査を行う。その判定は以下の基準に基づいて行う。 

(課題の適切性) 

課題設定の目的が明確で、製作した成果物が高度の専門性を要する職業等における成果

物相当と判断できること。 

(学識および技術) 

抽象的・一般的な視点から課題の本質を考察して適用する技術の比較検討を行い、高度

の学識や技術が課題に対するアプローチおよび成果に反映されていること。 

(取組) 

成果物製作の取組によって高度の学識や技術が得られたと判断できること。 
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(倫理性) 

人を対象とする研究などは研究審査委員会において、実施が承認されていること。 

 

7．基礎となる学部との関係 

理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程は、本学理工学部電子情報工学科を基礎

とする専攻の博士前期課程である（＜資料 29＞参照）。理工学部と理工学研究科は別個・

独立のものであるが、理工学部電子情報工学科においても、電子工学および情報工学を

特定の製品や機能を実現するために発展してきた特定製品開発支援技術として位置づ

け、知的工業製品を構成する電子通信機器や情報通信ネットワークの開発を実践できる

能力を涵養する教育を行っている。理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程におい

ては、学科教育を基礎にして、修士論文研究などを通じて、自ら問題を設定して解決し

ていく中で、電子工学および情報工学の要素技術を目的に応じて適切に選択する能力や

課題の効果的な解決法を提案できる能力を涵養するための専門性を高めた教育を行う。 

 

＜資料 29＞ 理工学部電子情報工学科と理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程

との関係図 

 

8．「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施 

産業構造の変化に伴う技術の変容に対して柔軟に対処できる技術者を確保すること

は、産業界にとって急務である。電子情報工学専攻博士前期課程ではこれまでの理工学

研究科での社会人教育を続け、開発に従事する技術者に就学の機会を与えることで、産

業界からの要請に応える。とくに、理工学研究科が重視する理学の方法論を学ばせるこ

とで、産業の現場で培った技術の整理・再定義をする能力を涵養し、高機能の製品開発

や高付加価値化に貢献するだけでなく、新しい技術を提案することで産業界を牽引する

人材を養成する。 

以上の通り、産業界からの要請に応え、職業を有する社会人学生の履修上の便宜を図

るために、大学院設置基準第 14 条に規定する教育方法の特例の規程を適用する。 

 

8.1 修業年限 

理工学研究科の博士前期課程の標準修業年限は 2年以上を原則とするが、社会人学生

については、各自の実情に応じて柔軟に考える。とくに優れた業績を上げた学生につい

ては、1 年以上在学すれば足りるものとする。 

 

8.2 履修指導および研究指導の方法 

理学の方法論を学修し、開発工程支援技術と特定製品開発支援技術の両方を学び、技

術の変容に柔軟に対処できる能力を高めるために、きめ細かい科目履修ガイダンスおよ
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び研究指導を 1 年次から所属する研究室の指導教員を中心に実施する。また Zoom や

WebClass のような遠隔授業のためのインターネットシステムを補完的に活用し、社会

人学生とのコミュニケーションを密にし、学生からの履修上の相談にきめ細かく対応す

る。 

 

8.3 授業の実施方法 

社会人を含む多様な学生に対応して授業を実施する。社会人学生の場合、就業状況に

よっては日中に授業を受講することが困難な者がいることも予想されることから、社会

人学生が受講する授業の一部を必要に応じて夜間や週末に履修できるようにする。 

 

8.4 教員の負担の程度 

理工学研究科の専任教員はすべて理工学部と兼務するので、既設の学部と授業担当時

間数の調整を行う。理工学研究科(博士前期と博士後期)と理工学部の負担とあわせて 2

つのクォーターあたり講義 3科目(6 単位)、演習 7科目(14 単位)程度とし、過度の負担

にならないよう配慮する。 

 

8.5 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配

置  

窓口事務については、通常の窓口（平日午前 9 時～午後 5 時）のほか、時間外窓口

（平日午後 5 時～午後 10 時 10 分、土曜日午前 9 時～午後 5 時）を設けており、社会人

学生に対応できるよう事務取次ぎを行っている。 

図書館については授業・試験期間の平日午後 10 時、授業・試験期間以外の平日およ

び土曜日午後 8時まで開館し、貸出・返却手続き等含め社会人学生も十分に利用するこ

とができる。授業・試験期間中の日曜日については、午前 10 時から午後 5 時まで開館

し、社会人学生の教育研究に支障がないよう配慮している。 

情報システムの利用申請は Web 申請が可能で、サポート窓口は月曜日から金曜日に加

え、土曜日も午前 9 時～午後 5 時で対応している。情報機器の利用は BYOD を方針とし

ており、学内全域で学内無線 LAN およびネットワークプリント等の利用環境を整え、利

用者サービスの向上を図っている。また、ラーニング・コモンズは月曜日から土曜日の

午前 8時～午後 11 時まで利用が可能で、社会人学生も利用することができる。 

厚生施設については、食堂、書店、コンビニエンスストアなどがあり、一部を除いて

土曜日も営業するほか、コンビニエンスストアについては平日・土曜日どちらも午後 8

時まで営業しており、社会人学生に配慮した営業時間となっている。 
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9．入学者選抜の概要 

9.1 電子情報工学専攻博士前期課程のアドミッション・ポリシー 

<電子情報工学専攻博士前期課程のアドミッション・ポリシー> 

電子情報工学専攻博士前期課程では、本専攻のカリキュラム・ポリシーに沿って編成し

た教育課程を修めるために十分な学力を備え、本専攻の専門性に鑑み、その目的を達成

することに強い意欲を持つ以下の人、入学後に本専攻のディプロマ・ポリシーに示す能

力を身につけられる人を受け入れます。 

① 数学、物理学、英語の学力を有する人 

② 電子工学および情報工学の基礎技術を理解し、適用できる人 

③ 電子工学および情報工学の応用や新しい技術に対する知的好奇心を持ち、特定の研

究課題の解決法を探究する意欲を有する人 

 

入試種別や評価方法については、理工学研究科博士前期課程のアドミッション・ポリシ

ーに準じます。 

 

9.2 出願資格 

電子情報工学専攻博士前期課程の出願資格は、次のいずれかに該当する者または入学

時に該当見込みの者とする。 

① 大学を卒業した者 

② 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

③ 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

⑤ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16

年の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

⑥ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当

該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに

準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る）において、修業年限が

3 年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修することにより当該課程を修了することおよび当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた

ものにおいて課程を修了することを含む）により、学士の学位に相当する学位を授

与された者 

⑦ 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定め
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る基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が

定める日以降に修了した者 

⑧ 文部科学大臣の指定した者 

⑨ 本学大学院理工学研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者

と同等以上の学力を有すると認めた者で、かつ入学前年度 3 月末(9 月入学の場合

は 8月末)までに 22 歳に達している者 

 

9.3 入学試験・審査形態および入学試験科目 

入学者の選抜は、数学、物理、英語の基礎的な学力を持ち、電子工学および情報工学

の応用や新技術の開発により特定の課題の解決法を探究する意欲を有する学生を受け

入れる。そのために以下のような入学者選抜を実施する。一般入試の筆記試験の科目は、

数学、物理、英語に加え、専門科目として、電子工学および情報工学の基礎的な学力を

問う問題を出題する。 

 

入学試験種別一覧 

種別 試験の内容 対象 募集人員 

一般入学試験 筆記試験、口述試

問  
大学を卒業した者および当該

年度卒業見込み者等 

3 

社会人入学審査 書類審査、口述試

問 

大学卒業後2年以上の社会経験

を積んだ者 

1 

推薦入学審査 口述試問 南山大学理工学部卒業見込み

者で、当該学部から推薦された

者 

4 

国内在住外国人入学 

審査 

筆記試験、口述試

問 

外国の国籍を有する日本在住

者で、大学を卒業した者および

当該年度卒業見込み者等 

若干名 

 

電子情報工学専攻博士前期課程の各入試種別では、これらを以下のように測定し、

評価する。 

 

■一般入学試験 

・筆記試験 

数学、物理、英語および専門科目により実施する。数学は大学初年度程度で学ぶ線

形代数と微積分学に関する基礎的な数学の能力、物理は電子工学や通信工学に関す

る基礎的な物理学の能力、英語は専門分野の英語論文を読み書きできる基礎的な能

力の考査を行う。専門科目では、通信ネットワーク、情報科学、数理論理学など電

子工学および情報工学の基礎的な学力を問う考査を行う。筆記試験では特にアドミ

ッション・ポリシーの①と②を確認する。 
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・口述試問 

入学志願者調書を中心とした口述試問を行う。電子情報工学専攻の理念を共有し、

電子工学および情報工学の要素技術の特徴と制約を理解する能力と意欲を総合的に

判断する。口述試問では特にアドミッション・ポリシーの③を確認する。 

 

■社会人入学審査 

・口述試問 

書類審査および出願書類の研究計画書を中心とした口述試問を行う。電子情報工学

専攻の理念を共有し、電子工学および情報工学の要素技術の特徴と制約を理解する

能力と意欲を総合的に判断する。また、数学、物理学、英語の学力を有することを

確認するための問を口述試問の中で出題する。口述試問によりアドミッション・ポ

リシーの①,②,③を確認する。 

 

■推薦入学審査 

・口述試問 

入学志願者調書を中心とした口述試問を行う。電子情報工学専攻の理念を共有し、

電子工学および情報工学の要素技術の特徴と制約を理解する能力と意欲を総合的に

判断する。口述試問では特にアドミッション・ポリシーの②と③を確認する。 

アドミッション・ポリシーの①にある、数学、物理学、英語の学力を有すること

は、 推薦入学審査の対象者が本学理工学部の卒業生であることから認められる。 

 

■国内在住外国人入学審査 

・筆記試験 

数学、物理、英語および専門科目により実施する。数学は大学初年度程度で学ぶ線

形代数と微積分学に関する基礎的な数学の能力、物理は電子工学や通信工学に関す

る基礎的な物理学の能力、英語は専門分野の英語論文を読み書きできる基礎的な能

力の考査を行う。専門科目では、通信ネットワーク、情報科学、数理論理学など電

子工学および情報工学の基礎的な学力を問う考査を行う。筆記試験では特にアドミ

ッション・ポリシーの①と②を確認する。 

・口述試問 

入学志願者調書を中心とした口述試問を行う。電子情報工学専攻の理念を共有し、

電子工学および情報工学の要素技術の特徴と制約を理解する能力と意欲を総合的に

判断する。口述試問では特にアドミッション・ポリシーの③を確認する。 

 

社会人受け入れに際しては、大学卒業後 2 年以上の社会経験を積んだ者に受験資格を

与え、書類審査と口述試問で基礎的な学力の有無とその適性を審査する。現在就業して
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いるか否かは問わないこととし、募集定員は専攻当たり 1 名とする。社会人は多様な経

歴を持つことが想定されるので、基礎的な学力とともに、それらの多様な経歴も評価の

対象とする。例えば、ソフトウェアの開発に携わった、工場での生産管理に携わったな

どの経歴は高く評価する。また、社会人はその勤務上の制約から、まず科目等履修生、

もしくは研修生として大学での講義や研究活動に携わりたいと考える者も多い。そのよ

うな社会人に対しては、口述試問でその適性を確認した上で、科目等履修生、もしくは

研修生として受け入れる。なお、理工学研究科では 9 月入学を実施しており、電子情報

工学専攻でも同様に 9月入学を実施する。 

 

10. 教育研究実施組織の編制の考え方および特色 

教育課程、教育方法の実施に十分対応できるよう、電子情報工学専攻博士前期課程の

専任教員数は 9 名、うち 7 名を教授とする。教員あたりの学生数（収容定員/教員数）

は、1.8（16/9）となり、教育に十分な水準を確保している。すべての専任教員は、専

攻の科目に関連する分野において十分な研究業績と博士の学位を持つ。 

教員組織の特色は、専門知識や技術を教育する教員をその主な専門分野によって配置

し、それらの教員が専門知識の基盤となる電子工学、情報工学、通信工学、ネットワー

ク、データ工学、情報通信セキュリティ、情報システム工学の教育も行うことで、専攻

の教育課程の編成を実現していることである。すべての科目を関連分野の博士の学位を

持つ専任の教授か准教授が担当する。研究科共通科目については、電子情報工学専攻博

士前期課程の専任教員 1 名が研究科他専攻の教員 4名とオムニバスで担当する。基礎科

目、専攻科目、研究指導科目については、関連分野において博士の学位を持つ本専攻の

専任教員が担当する。副専門領域科目についてはソフトウェア工学に関する科目をソフ

トウェア工学専攻の専任教員が兼担教員として担当、データサイエンスに関する科目を

データサイエンス専攻の専任教員が兼担教員として担当する。 

 

教員名・専門分野一覧 

職位 教員名 専門分野 

教授 藤井 勝之 電磁波工学、電気電子工学 

教授 佐々木 克巳 情報数理 

教授 鷹取 泰司 ワイヤレス通信 

教授 石原 靖哲 データ工学、情報セキュリティ 

教授 高田 豊雄 情報セキュリティ、符号理論 

教授 横山 哲郎 計算機科学 

教授 本田 晋也 組込みシステム 

准教授 桒原 寛明 ソフトウェア工学 

准教授 藤原 正浩 計測工学、ヒューマンインタフェース 
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専任教員の年齢構成（2025 年 4 月 1 日現在）については、60 歳代 1 名、50 歳代 3名、

40 歳代 4 名、30 歳代 1 名となっており、教育経験、研究業績ともに充実した教員を中

心に、バランスの取れた年代構成である。教員組織編制の将来構想では、定年を迎える

教員の補充人事、若手教員の昇格により、教育・研究の継続に適切な年齢構成を維持す

る計画である。 

 

＜資料 30＞ 南山大学就業規則（抜粋） 

＜資料 31＞ 南山大学職員規則（抜粋） 

 

11．研究の実施についての考え方、体制、取り組み 

11.1 研究の実施についての考え方 

南山大学では、大学としての研究に対する基本的な考え方について、「南山大学研究

活動上の行動規範」＜資料 26＞を定めている。この行動規範では、「人類の知的基盤、

健康および福祉に貢献する社会的に有益な研究の実施とその支援」、「生命と人間の尊厳

および人権の尊重」等、研究活動に関する 7つの基本理念を定めるとともに、個人情報

の保護、捏造、改ざんおよび盗用の防止、研究データの保存・開示などの研究活動上の

基本的な行動規範を明示している。大学では、行動規範を掲載した「研究費ハンドブッ

ク」＜資料 32＞を教職員に配布するほか、南山大学ポータルシステム（PORTA）（以下、

「PORTA」とする）に掲載し、教職員や学内のその他の研究者に周知している。 

 

＜資料 32＞ 研究費ハンドブック（抜粋） 

 

11.2 研究活動の支援体制 

科学研究費補助金などの公的研究費、奨学寄附金・受託研究・共同研究などの外部資

金獲得のための支援は教育企画・研究推進課が行っている。助成金・補助金関連の情報

は、随時、助成ニュースを PORTA および大学の公式 Web ページに掲載し周知に努めてい

る。また前項で述べた「研究費ハンドブック」＜資料 32＞には、学内外の研究費・補助

金の種類や使用方法・申請方法、研究者として遵守すべき規程などがまとめられている。

科学研究費補助金申請時期には申請のための説明会を開催し、申請制度や申請書作成の

注意点などを詳しく説明している。特に申請書作成時の具体的な注意事項については、

過去に採択を受けた教員が申請書作成のノウハウを説明している。また、教育企画・研

究推進課では、教員が作成した科学研究費補助金申請書に対する助言や、過去に採択さ

れた申請書の閲覧を可能とするなど、採択に結び付けるための支援を行っている。 

その他、教育企画・研究推進課では、主に本学専任教員により組織される「南山学会」

の事務を担当している。南山学会は、文学・語学系列、人文・自然系列、経済系列、経
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営系列、法学系列、社会科学系列、理工学系列の 7つの系列により構成されている。総

会やシンポジウム、研究系列ごとの研究例会の開催や、南山大学紀要「アカデミア」の

刊行、および「南山大学学術叢書」の出版助成を通じて、南山大学における研究活動の

促進を図っている＜資料 33＞＜資料 34＞。 

企業および自治体等との学外共同研究や受託研究、奨学寄附金については、「南山大

学学外共同研究規程」＜資料 35＞および「南山大学受託研究規程」＜資料 36＞、「南山

大学奨学寄附金規程」＜資料 37＞に基づき、研究費の受け入れと執行を行っている。当

該研究費の受け入れは、「南山大学研究審査規程」＜資料 27＞に基づく「南山大学研究

審査委員会」による審査・承認、当該教授会または研究所総合委員会および大学評議会

の議を経て学長が決定する。また、学外共同研究、受託研究、奨学寄附金等の受け入れ

を通じて社会貢献を推進するために、「南山大学利益相反マネジメントガイドライン」

＜資料 38＞および「南山大学利益相反マネジメント専門委員会規程」＜資料 39＞が定

められている。 

なお、本学内外で行う、人を直接の対象とし、個人からその人の行動、環境、心身等

に関する情報やデータを収集・採取して行われる学内外の研究活動のためには、「南山

大学『人を対象とする研究』倫理ガイドライン」＜資料 28＞が定められている。 

本学には URA（University Research Administrator）に相当する職は置いていない

ものの、教育企画・研究推進課を中心としたこれらの支援により研究活動の活性化に取

り組んでいる。 

 

＜資料 33＞ 南山学会会則 

＜資料 34＞ 南山学会活動記録一覧 

＜資料 35＞ 南山大学学外共同研究規程 

＜資料 36＞ 南山大学受託研究規程 

＜資料 37＞ 南山大学奨学寄附金規程 

＜資料 38＞ 南山大学利益相反マネジメントガイドライン 

＜資料 39＞ 南山大学利益相反マネジメント専門委員会規程 

 

11.3 研究費の適切な支給 

専任教員個人に対する研究費として、研究活動に要する経費に充てる「個人研究費」

と、学会・研究会・セミナー等への出席および研究資料収集・調査を目的とした出張に

充てる「研究出張旅費」がある。2010 年度以降は、研究活動の活性化を目的に、教員一

人当たり 50 万円に所属教員数を乗じた金額を各学部等に配分し、配分方法は、各学部

等に委ねている。また、本学図書館に必要な学術資料を選書・購入するための「学部配

分図書費（個人図書購入費）」があり、教員一人あたり 15 万円を配分している。 

学内公募制の研究費として、個人またはグループの特定研究に対して助成する「パッ



-設置の趣旨（本文）-30- 

 

ヘ研究奨励金Ⅰ-A」がある。この奨励金は、教員の研究活動を活性化する目的で、科学

研究費補助金などを獲得している場合に優先的に採択・配分している。配分額は申請数

によって変化するものの、例年、研究代表者として科学研究費補助金を獲得している教

員の場合は、30 万円程度が配分されている。近年では科学研究費補助金の申請数が増

加していることもあり、予算を増額して対応している。その他、海外で開催される学会

等において研究発表を行う場合の渡航費に対する助成として「パッヘ研究奨励金Ⅱ-B」、

本学の専任教員による優れた業績の著書に対する出版助成として「南山大学学術叢書出

版助成」、本学の教育職員が責任者となり、または運営に参画して、南山学園の施設を

会場として対面形式およびハイブリッド形式で開催される学外の学会、オンライン形式

で開催される学外の学会の援助費として「南山大学学会開催援助金」がある＜資料 40

＞。 

大学院生への研究補助については、学会発表における交通費・参加費、学会発表に係

るコピー・別刷代金を対象として年間上限 10,000 円と、学位論文作成に係るコピー代

金を対象に、在学中に一人 1回 3,000 円（コピーカードの配布をもって充当）の「大学

院生奨学費」を設けている＜資料 41＞。 

 

＜資料 40＞ 南山大学学会開催援助金取扱要領 

＜資料 41＞ 2024 年度大学院生奨学費の支給について（お知らせ） 

 

11.4 研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

研究室は、「南山大学研究室規程」＜資料 42＞に基づき、専任教員には 1名 1 室を割

り当てている。研究室の広さは、多少の差はあるものの各室 20 平方メートル前後であ

り、研究に必要な机・椅子、書架、応接セット等が準備されている。研究室の使用は、

原則、午前 8 時から午後 10 時まで可能であり、研究に支障が出ない利用時間が確保

されている。また、学部・学科ごとに所属教員の合同研究室を設置している。大学院生

については、研究科・専攻ごとに、可能な限り指導教員の研究室近くに、共同研究室を

割り当てている。また、研究室・合同研究室・共同研究室のいずれも、業者による定期

的な清掃等を行い、良好な研究環境の維持にも努めている。 

研究に専念する機会としては、留学（国内・国外）と研究休暇、短期海外研究出張の

制度があり、毎年度、各学部がそれぞれの人事計画に基づき、対象者を決定し、活用し

ている＜資料 43＞＜資料 44＞＜資料 45＞。 

なお、2017 年度からのクォーター制導入に伴い、時間割編成を工夫することで、教員

ごとに特定のクォーターの授業負担を軽減することが可能となっている。教員はこの期

間を利用して研究に専念することができる。 

 

＜資料 42＞ 南山大学研究室規程 



-設置の趣旨（本文）-31- 

 

＜資料 43＞ 南山大学留学規程 

＜資料 44＞ 南山大学研究休暇規程 

＜資料 45＞ 南山大学短期海外研究出張内規 

 

11.5 研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

本学では、学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的に「南山大学研究活動上

の行動規範」＜資料 26＞を定めている。また、本学の研究活動に関わるすべての者の研

究活動の不正行為を防止することを目的に「南山大学研究活動の不正行為に関する規程」

＜資料 46＞および「南山大学公的研究費執行管理規程」＜資料 47＞を定め、コンプラ

イアンス教育および啓発活動を実施するとともに、公的研究費の執行に関して、定期的

な監査を実施している。 

科学研究費補助金については「科研費執行管理マニュアル」＜資料 48＞を、学外共同

研究等の外部資金については「南山大学学外共同研究規程」＜資料 35＞、「南山大学受

託研究規程」＜資料 36＞、「南山大学奨学寄附金規程」＜資料 37＞を定め、適正な手続

きおよび処理業務を行っている。 

研究倫理に関する学内審査機関として、「南山大学研究審査規程」＜資料 27＞に基づ

く研究審査委員会を設置し、本学構成員が行う研究活動（受託研究、共同研究等を含む）

について、科学的合理性および倫理的妥当性ならびに実施の可否を判定している。研究

審査委員会は、研究分野・領域による偏りを避けるために、全ての学部から委員を選出

しており、関係法令や、個人情報に関する情報等を収集・採取して行われる研究活動を

対象とする「南山大学『人を対象とする研究』倫理ガイドライン」＜資料 28＞、研究活

動に伴い発生・使用した研究データの取り扱いを定める「南山大学における研究データ

の保存等に関するガイドライン」＜資料 49＞などの本学規程類および社会通念上の規

範に基づき判断を行っている。 

大学院生についても、研究審査委員会において全ての学位論文計画書の審査を実施し、

大学院生の学位論文作成時の研究倫理の遵守に取り組んでいる。 

研究活動において利益相反が発生する恐れのある場合には、研究審査委員会の下に利

益相反マネジメント専門委員会を設置の上、研究活動実施の可否を判断している＜資料

39＞。 

 

＜資料 46＞ 南山大学研究活動の不正行為に関する規程 

＜資料 47＞ 南山大学公的研究費執行管理規程 

＜資料 48＞ 科研費執行管理マニュアル（抜粋） 

＜資料 49＞ 南山大学における研究データの保存等に関するガイドライン 
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11.6 教員および学生における研究倫理確立のための機会等の提供 

コンプライアンス教育については、全ての専任教員および研究員、全ての専任事務職

員および研究事務に携わるその他の事務職員（派遣職員、臨時職員等）に、3年に 1度

の研究倫理教育に関する e-learning 教材の受講を義務付けているほか、大学院生に

も、入学時に全員 e-learning 教材の受講を義務付けている＜資料 50＞。受講にあた

って教員および研究員は人文系・理工系・医療科学系の 3 分野から自身の研究分野に

近いものを選択受講し、理工学研究科博士後期課程の大学院生は理工系、理工学研究科

以外の博士後期課程の大学院生は人文系を受講し、事務職員および修士課程・博士前期

課程・専門職学位課程の大学院生はダイジェスト版を受講することとしている。また、

あわせて「南山大学研究活動上の行動規範」＜資料 26＞を遵守する旨の誓約書の提出

も義務付けている。 

学部生については、1 年次必修の共通教育科目である「情報倫理」の初回授業の中で、

大学が作成したリーフレットを全員に配布し、レポート作成上での著作物の利用や引用

方法等について説明し、研究倫理の周知徹底を図っている＜資料 51＞。 

啓発活動については、教育企画・研究推進課が毎年開催する「科研費執行説明会」お

よび「科研費申請説明会」の場で、公的研究費内部監査結果の報告、不正防止対策の実

施状況の報告および公的研究費の管理・監査（公的研究費に係る不正事例）について説

明を行っている＜資料 52＞。 

教職員および大学院生の e-learning 教材の受講状況と誓約書の提出状況は、内部

質保証委員会および大学院委員会に定期的に報告され、未受講者・未提出者には所属長

からの指導を行っている。新採用の受講対象者に対しては、教育企画・研究推進課が、

大学院生については研究科・専攻が、個別に受講の依頼をしており、受講状況と誓約書

の提出状況は、育児休業や休学などで受講・提出機会がない者を除けば、ほぼ 100%とな

っている。 

 

＜資料 50＞ 研究倫理教育の定期実施について（2024 年 4 月） 

＜資料 51＞ 南山大学生のための研究倫理ノススメ 

＜資料 52＞ 2023 年度科研費執行説明会および科研費申請説明会の開催について（お

知らせ）（2023 年 4 月 1 日） 

 

12．施設・設備等の整備計画 

（１）校地、運動場の整備計画 

キャンパスの校地面積は 146,397 ㎡であり、自然の起伏を活かす形で校舎が配置され

ている。体育施設は全体で 12,703 ㎡整備しており、学生が授業および課外活動等で主

に使用する施設としては、人工芝グラウンド（8,598 ㎡）、体育館（アリーナ 1,135 ㎡）、

テニスコート 5面、体育センター（メインアリーナ 1,862.19 ㎡、卓球場 531.33 ㎡、剣
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道場 378.16 ㎡、柔道場 433.20 ㎡、室内温水プール 917.5 ㎡、トレーニングルーム 315.07

㎡、他多目的ホール 313.70 ㎡、ラケットボールコート 95.43 ㎡を含む）を整備してい

る。その他にも芝生の広場であるグリーンエリア（4,039 ㎡）や屋上緑化スペースなど

を設け、学生は休息等のため自由に利用できる。また、学生向けの厚生施設としては、

食堂、書店、コンビニエンスストアなどがある。 

 

（２）校舎等施設・設備の整備計画 

キャンパス統合の一環として 2015 年 4 月に理工学部が瀬戸キャンパスから名古屋キ

ャンパスに移転した際に S棟を建設し、学生および教員が情報機器端末を学習や研究に

活用できるよう無線 LAN を導入したインターネット環境を整備した。 

また、2017年度からは既存建物の改修工事を中心としたキャンパス施設整備を行い、

既存教室等の改修や学部学生のための学生セミナー室・学生ロッカー整備に加え、安全

性・利便性向上のための人工芝グラウンド整備やキャンパス内動線の整備、セキュリテ

ィ強化やユニバーサル化を実施した。多目的な学習スペースを学内数か所に整備し、全

ての学生がグループ学習やプレゼンテーション準備、論文・レポート作成など様々な学

習用途に利用できる環境となっている。 

2023 年 4 月には、ライネルス中央図書館の改修工事を行い、閲覧席およびセミナー

ルーム、ラーニング・コモンズ、メディアルームといったスペースを整備することで、

学生が様々な目的で学習に利用できる環境を提供している。 

 

① 教室 

講義や演習を行う教室については 210 室整備しており、他研究科・学部等と共同利用

する。電子情報工学専攻博士前期課程の学生は授業や研究等で PC を使用するが、これ

らの教室には情報コンセントや無線 LAN を整備した教室を含んでおり、理工学研究科の

教育方法と履修指導方法に見合った施設となっている。また、＜資料 53＞で示すとお

り、各クォーターの一つの曜日・時限に配当される科目は 1～2 科目程度であることか

ら、既存の教室設備により電子情報工学専攻博士前期課程の設置に十分対応することが

できる。 

 

＜資料 53＞ 時間割モデル 

 

② 学生研究室および教員研究室 

電子情報工学専攻を含む理工学研究科生のためのスペースとして、学生研究室を用

意しており、研究室単位あるいは研究室間で共同利用している。学生研究室は指導教

員の研究室に近い場所に配置しているため、学生が研究指導を受けやすい環境となっ

ている。既存の機械電子制御工学専攻の学生研究室6室を電子情報工学専攻の研究室と
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して利用する計画である。各研究室には学生一人ひとりが利用できる机・椅子・ロッ

カーまたはキャビネットを配置しており、6室全体で電子情報工学専攻の収容定員16名

を収容できる。学生の多くは個人所有PCを利用しているが、理工学研究科と理工学部

共用のサーバ室には、高速で大規模な計算が可能な専用サーバを用意している。学生

が研究内容に応じ共同利用することができるようにしており、学生の研究環境の充実

を図っている。電子情報工学専攻の学生研究室のうちの一つの見取り図を＜資料54＞

に示す。 

また、電子情報工学専攻の専任教員には個人研究室が用意される。主に理工学研究科

の教育研究活動で利用する S 棟は教員研究室を合計で 40 室備えている。電子情報工学

専攻の専任教員研究室は 9室で、9 人の専任教員に１部屋ずつ割り当てる。教室以外の

施設・設備については新たに整備する予定はないが、現有の施設･設備を共用すること

により、新専攻における教育研究環境を十分確保することが可能である。 

 

＜資料 54＞ 学生研究室見取り図 

 

③ 実験室 

電子情報工学専攻を含む理工学部・理工学研究科特有の施設・設備として、卒業研究

や修士論文などで利用できる実験室を S 棟に 1 室（S14）用意している。電子情報工学

専攻の修士論文では研究テーマに応じて実験やシミュレーションが必要となることが

ある。S14 実験室には、ネットワークアナライザ、スペクトラムアナライザ、シグナル

ジェネレータ、電磁界シミュレータ、GPU ワークステーションなど、無線通信の実験お

よびシミュレーションのための設備を設置している。 

 

（３）図書等の資料および図書館 

理工学研究科電子情報工学専攻博士前期課程の教育・研究に必要な資料は、主に本学

ライネルス中央図書館に所蔵されている。理工学研究科の教育・研究分野に関連する蔵

書は、図書 60,393 冊、学術雑誌 3,169 タイトルが開設時に整備される計画であり、図

書のうち 34,761 冊が電子図書、学術雑誌のうち 2,687 タイトルが電子ジャーナルとな

る。理工学研究科では電子ジャーナルへの移行を推進しており、電子情報工学専攻の教

育・研究に特に必要となる、電子工学、通信工学、情報工学・コンピュータ科学等の分

野を含み、＜資料 55＞に示すとおり現時点で 2,635 タイトルの電子ジャーナルが整備

されており、すでに十分確保されている。新専攻開設以降も学生の教育・研究活動の充

実を図るため、毎年度学部・研究科に配分される図書費より、継続して専門性の高い資

料の収集・整備を行っていく予定である。 

2023 年 4 月に改修工事を行ったライネルス中央図書館は、閲覧席を 554 席備えるほ

か、セミナールーム、ラーニング・コモンズ、メディアルームといった学生が様々な目
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的で学習に利用できるスペースを提供している。また、授業終了後も利用できるよう、

授業・試験期間の平日は午前 9 時から午後 10 時、授業・試験期間以外の平日および土

曜日は午前 9 時から午後 8時まで開館しており、社会人学生にとっても貸出・返却手続

きなど含めて十分に利用できるサービスとなっている。また授業・試験期間中の日曜日

については、午前 10 時から午後 5 時まで開館し、学生の学習・研究の便宜を図ってい

る。 

図書館間協力も積極的に行っており、近隣大学図書館等との相互利用、NACSIS-

CAT/ILL および OCLC を通した国内外の大学や研究機関との相互貸借・文献複写サービ

スの利用を可能とし、大学院教育および研究の支援を行っている。 

 

＜資料 55＞ 電子情報工学分野に係る電子ジャーナル整備状況 

 

13．管理運営 

理工学研究科の管理運営は、大学院学則に基づき設置される理工学研究科委員会によ

る。研究科委員会委員は、研究科の授業を担当する教授・准教授のうち、博士前期課程

および博士後期課程の研究指導科目担当者を研究科長が推薦し、学長が任命する。研究

科の授業を担当する専任教員のうち、研究指導科目を担当しない教員は、オブザーバー

として研究科委員会に出席することができる。研究科委員会は少なくとも毎月 1 回開催

し、在学生の身分に関する問題、教務関係、教員人事、入学審査関係の諸問題、研究科

の将来構想などについて審議し、研究科としての意思決定を行う。研究科の自治を尊重

しつつ、学長のリーダーシップによる全学的な大学の方針にも沿った方向で運営が行わ

れる＜資料 56＞。 

大学院学則に基づき、研究科間の連絡調整や諸規程の制定改廃などを審議する大学院

委員会が設置されているほか、時間割編成や履修登録、試験の実施など大学院全体の教

務に関する事項を円滑に実施するための大学院教務委員会が設置されており、各研究科

委員会との緊密な連携のもとに運営がなされる。研究科委員会において管理運営の中心

を担う研究科長は、「南山大学大学院理工学研究科長候補者選挙規程」＜資料 57＞に基

づき、研究科委員会構成員の選挙（単記無記名投票）によって候補者が決定される。選

出された研究科長候補者は、大学評議会を経て、理事会において最終的に研究科長とし

て決定される。 

 

＜資料 56＞ 南山大学大学院理工学研究科委員会規程 

＜資料 57＞ 南山大学大学院理工学研究科長候補者選挙規程 

 

14．自己点検・評価 

南山大学では、1991 年度に全学機関として、教学担当副学長（当時）を委員長とする
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「南山大学自己点検・評価委員会」を設置して以来、組織的・継続的に自己点検・評価

を実施している。2020 年 4 月からは、自己点検・評価委員会から名称変更した内部質

保証委員会が全学における内部質保証の責任を負い、本学の内部質保証に関する方針お

よび手続きを明確化した「内部質保証の方針」に基づき、下部組織である内部質保証推

進委員会と連携して、全学的な観点による自己点検・評価を実施している。点検・評価

項目は、学長方針等の重要項目のほか認証評価機関（公益財団法人大学基準協会）の大

学基準に沿い、認証評価結果を踏まえて設定している。 

自己点検・評価の結果に基づき、大学全体として取り組むべき事項を検討し、改善が 

必要な事項がある組織に対して改善の指示および支援を行い、次年度以降の学長方針策

定に活用している。学部・研究科等の各組織は、内部質保証委員会からの指示を踏まえ

つつ、各組織の長が主体となって教育研究および管理運営等の PDCA サイクルを展開し

ている。 

また、「自己点検・評価報告書」を 1996 年より毎年発行し、2005 年度以降は、南山大

学公式 Web ページで全文を公開している。 

全学的な自己点検・評価の一環として、理工学研究科においても、継続的に自己点検・

評価に取り組み、改善すべき点の発見とその改善を行っている。講義では授業評価アン

ケートを実施しており、教育内容や教授法の改善に役立てている。 

 

15．認証評価 

南山大学は、2020年度に公益財団法人大学基準協会の認証評価を受審し、適合認定

を受けた（認定期間：2021年4月１日～2028年3月31日）。 

合理的配慮が必要な学生への支援体制および教育環境整備が長所として良い評価を

得た一方で、改善課題として、一部の研究科で教育課程の編成・実施方針に教育課程の

実施に関する基本的な考え方の未記載、学位授与方針に定めた学修成果の十分かつ多面

的な測定・評価および研究科の定員管理の 3つの指摘があるため、全学における内部質

保証の責任を負う内部質保証委員会が中心となり、内部質保証の取組みを通じてこれら

の問題点を解決する活動を継続して実施している。 

 

16．情報の公表 

大学全体に関わる情報は南山大学公式 Web ページ（https://www.nanzan-u.ac.jp/in

dex.html）や大学案内等の出版物、大学説明会などの大学行事や各種の広報活動、高

校訪問などの機会を通じて受験生や広く社会一般に公開しており、理工学研究科でも

これを行う。 

情報提供の中心である南山大学公式 Web ページを利用して具体的に提供している教

育研究活動の状況に関する情報には、以下のようなものがある。 
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16.1 大学の教育研究上の目的に関すること 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/rinen/index.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/koho/catholic/index.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/torikumi/grand/index.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/grad/gaiyo.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/pdf/d1030.pdf?230403 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/hoshin/policy.html 

 

16.2 教育研究上の基本組織に関すること 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/index.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/grad/index.html 

https://rci.nanzan-u.ac.jp/rc-ri/ 

 

16.3 教員組織、教員の数ならびに各教員が有する学位および業績に関すること 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/index.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kyoin.html 

https://porta.nanzan-u.ac.jp/research/ 

 

16.4 入学者に関する受入れ方針および入学者の数、収容定員および在学する学生の

数、卒業または修了した者の数ならびに進学者数および就職者数その他進学お

よび就職等の状況に関すること 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/hoshin/policy.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/teiin.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/policy.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/zaiseki.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/gakui.html 

https://office.nanzan-u.ac.jp/CAREER/toukei/ 

 

16.5 授業科目、授業の方法および内容ならびに年間の授業の計画に関すること 

https://office.nanzan-u.ac.jp/KYOUMU/ 

https://office.nanzan-u.ac.jp/KYOUMU/course-class/course05.html 

 

16.6 学修の成果に係る評価および卒業または修了の認定に当たっての基準に関する

こと 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/pdf/d1010.pdf 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/pdf/d1020.pdf 
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https://www.nanzan-u.ac.jp/grad/m_sc/ 

 

16.7 校地・校舎等の施設および設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

https://office.nanzan-u.ac.jp/student-services/ 

    

16.8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

https://www.nanzan-u.ac.jp/admission/campuslife/ 

https://www.nanzan-u.ac.jp/grad/gakuhi.html 

 

16.9 大学が行う学生の修学、進路選択および心身の健康等に係る支援に関すること 

https://office.nanzan-u.ac.jp/CAREER/ 

https://office.nanzan-u.ac.jp/student-services/health/ 

 

16.10 その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識および能力に関する情報、

学則等各種規程、設置認可申請書、設置届出書、設置計画履行状況等報告書、

自己点検・評価報告書、認証評価の結果等） 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/kokai/index.html 

https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/ninsho/ 

 

17．教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

17.1 FD 活動等 

南山大学では、FD活動を組織的に実施するため、全学的な組織として内部質保証委

員会のもとにファカルティ・デベロップメント（FD）委員会を設置し、FD活動方針・

計画を策定し、計画に基づく活動の点検・評価を行っており、その結果を内部質保証

委員会に報告している。 

FD委員会は、「学生による授業評価」実施、全学規模のFD講演会・研究会等開催、

学部・研究科のFD 活動推進および日常的授業参観推進等の活動をしている。 

学部の「学生による授業評価」は、全クォーターにおいてWebアンケート形式で実施

して授業改善に役立てているほか、「学生による授業評価」の結果が一定基準以下の

教員に対しては内部質保証委員会が学部等と協働して個々の授業の質向上のための支

援をしている。大学院では、各研究科が「大学院生による授業評価」を通じて、授業

のみならず学生生活や研究環境などの点検・評価を行い、改善に役立てており、各研

究科が実施した評価結果は「『大学院生による授業評価』実施結果報告書」として内

部質保証委員会に報告している。 

上記のほか、新任用教育職員研修会や外部FD研修会等参加費・旅費等補助制度など

により、教育内容等改善を支援する活動を継続して行っている。 
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全学的な FD 活動ならびに各組織の計画および活動報告は南山大学公式 Web ページに

て公開している。 

 14.自己点検・評価の項に先述した通り、理工学研究科では、2013 年度より授業評価

アンケートを実施している。授業評価アンケートでは、授業で学ぶ重要なキーワードに

ついての理解度を授業初回と最終回にそれぞれ受講者に対して質問する。担当教員は回

答結果から受講生の理解度の差異を計測して集計するとともに、授業内容や教授法の改

善方策を報告書としてまとめる。これらの組織的な取り組みを通じ、授業改善を行って

いる。シラバスにおいて教員には明確な学修目標の提示と、学修目標に沿った授業を展

開することを求めている。FD 活動としては、学部の FD 委員が実施する講演会や他学部・

他研究科の FD 活動に参加して、教員の資質の維持向上を図っている。 

 研究活動の活性化は、講義内容の充実に不可欠との考えから、教員の留学制度、研究

休暇制度、短期海外外出制度を利用して教員の研究活動の活性化を図っている。理工学

部・理工学研究科では、新型コロナウィルス感染症の蔓延以前においては、ほぼ毎年 1

名の教員を 1 年ないしは 1年半の期間海外留学に派遣していた。当該感染症の感染状況

が沈静化していることから、所属教員の継続的な派遣を早期に再開することを計画して

いる。研究休暇制度も多数の教員が利用している。教員の研究活動については定期的な

点検の機会を設けている。各教員は研究業績を毎年 Web 上に報告している。また、教員

の研究内容については、学内セミナーなど講演会で紹介する機会が多数用意されている。 

 

17.2 SD 活動 

南山大学では、2017 年 4 月の大学設置基準の改正によるスタッフ・ディベロップメ

ント（SD）の義務化「SD の機会を設けることや、SD の実施方針・計画を全学的に策定

する」を受け、具体的な取り組みを行っている。2017 年度より、スタッフ・ディベロ

ップメント（SD）委員会を設置し、大学等の運営に必要な知識・技能を身につけ、能

力・資質を向上させることを目指している。SD 委員会は、総務担当副学長を委員長

に、南山学園事務職員等研修委員会委員長および FD 委員会委員長をその委員に加え、

各委員会と連携をとりながら SD 活動を推進している。 

 従来、南山大学では、主に事務職員を対象とした研修を長年にわたり行ってきた。

1985年から南山学園事務職員等研修委員会を設け、新採用の事務職員に対して本学園

の基本的な心構えを身につける「ガイダンス研修」、稟議書をはじめとした事務文書

の基本や学校法人会計に関する基礎知識を学ぶ「基礎実務研修」、情報倫理や学内情

報システムの利用方法について学ぶ「コンピュータ研修」、新採用者の研修の総まと

めである「フォローアップ研修」等を実施している。また、南山学園事務職員等研修

委員会が毎年研修テーマを設定し、事務職員を対象に「補助金研修」、「モチベーシ

ョン・マネジメント研修」をテーマとした研修を実施し、事務職員に求められる能力

の継続的な啓発・向上に取り組んだ。 
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 さらに、事務職員に特化したものとして、業務に関連した自己啓発については南山

学園事務職員等神言会特別研修奨励金による支援を制度化している。 

南山大学では、これらに加えて「教職協働」を推進する活動や研修も行っている。毎

年 4月 1 日に、学長が、当該年度の各項目の方針を記載した「学長方針」をすべての教

員および職員に配布しているが、これに関して質疑応答の会を設け、全学的なレベルで

問題意識の共有や共通了解の確立を図り、教職一体となった業務遂行を実現することが

できるよう努力している。毎年 6月頃には、前年度の入試動向について、外部の専門家

を招き、教育職員および事務職員の参加の下、入試動向検討会を行っている。また、南

山学園事務職員等研修委員会との連携の一環として 2023 年度に実施した「モチベーシ

ョン・マネジメント研修」に関しては教育職員の参加も可能とし、教員数名の参加があ

った。 

SD 活動の年度毎の実施計画は、SD 委員会が所管し、南山学園事務職員等研修委員会

および FD 委員会との連携・調整を図った上で、立案する。これらの SD 活動について

は、電子情報工学専攻博士前期課程の設置後も継続的に実施する。 
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【資料09】
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著作権者の許諾が得られない資料等について 
 
①資料等の題名 

報告 「知の統合」の人材育成と推進（【資料 17】P.61～P.64） 
 
②出典 

日本学術会議 総合工学委員会 工学基盤における知の統合分科会 
 
③引用範囲 

「報告 『知の統合』の人材育成と推進」（P.5、P.7、P.11） 
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170920-1.pdf 

 
④その他 

下記の部分にハイライトを付して使用。 
・P.5 の「（2）期待される人材」と「21 世紀の～必要不可欠である」、「さらに新たな～

閉ざされてはならない」の部分 
・P.7 の「（1）知の統合人材とその育成」と「専門分野の枠を～を育成する」の部分 
・P.11 の「（1）大学における人材育成」と「高度な専門的知識と～に活躍する」の部分 
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【資料32】
研究費ハンドブック（抜粋）
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南山大学生のための

研究倫理ノススメ研究倫理ノススメ
大学という名の研究共同体にようこそ！大学という名の研究共同体にようこそ！

大学生の心得としての「研究倫理」とは？大学生の心得としての「研究倫理」とは？

研究倫理の極意研究倫理の極意

〈研究倫理：実践篇〉裏面に続く▶

　みなさんは、大学に入学して、教科書通りに勉強をするだけの「生徒」ではなく、自ら研究を行う「学生」にな
りました。そして、学生も、研究活動に従事するときは「研究者」として扱われます。（「南山大学研究活動上の
行動規範」第2条）　みなさんが学生として、そして研究者の一人として、楽しく、誇りをもって大学生活を満
喫できるように、日々気をつけておくべきことを、ここでお伝えしたいと思います。

　私たちが何かを知りたい、知ったことを人に伝えたい、と思うとき、それを形にする方法の一つが研究です。
そして、自分の調べたこと、発見したことなどを正しく形にするための秘訣・心得が「研究倫理」です。また、研
究倫理を身につけていることは、大学で学を修めた者として自信をもって社会のなかで活躍するために必要
不可欠な基盤でもあります。

　たとえば、人前で自分の調べたことをプレゼンする場面を想像してみてください。上手なプレゼンをする人
はまず、どのような発表内容であれば、聴いてくれる人たちが説得力を感じ、そして、楽しんでくれるのかを考
えます。そのためには、発表内容に嘘がなく、筋が通っていて、独りよがりではないことが必要です。そして何
より、発表者本人が発表内容に自信をもち、楽しんで報告していることが大切です。そうしたことのできるプ
レゼンの達人であれば、下記の研究倫理の極意をすっかり自分のものにしていることでしょう。みなさんも、
達人を目指してみませんか？

　　　　①適切な手続きで研究を進めること
　　　　②自分の生み出したものとして恥ずかしくないものにすること
　　　　③先人や仲間の知的活動に敬意をもって接すること
　　　　④研究に協力してくれる人たちに感謝の念を抱くこと

　こうした極意はどれも普段の生活においても気にすべきことばかり。その意味で、研究倫理とは人間同士
のコミュニケーションの基本だとも考えられます。研究倫理は、大学に集うすべての人（教職員、学生）にとっ
て大切な心得なのです。
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研究倫理：実践篇研究倫理：実践篇

引用や参考文献リストをちゃんとする必要があるのはなぜか?引用や参考文献リストをちゃんとする必要があるのはなぜか?

学生のための研究倫理の要点
●引用や参考文献を適切に取り扱いましょう
●人を対象とした調査などを行う際には、事前の指導や審査を受けましょう

採点者の観点からすると、レポートでも卒論で
も、テーマとなる問題について先行研究や資料な
どをちゃんと調査した上で書いているかが、評価を
行う際の重要なポイントの一つになります。した
がってこれらの文書を書く際には、自分がどのくら
いの労力を払って調査をしたのかを採点者に示す
ためにも、参考文献のリストなどを適切に作成する
必要があります。
またレポートでは「自分の見解を述べなさい」と
いった形式の課題が多く出されますが、もちろんこ
うした課題でも他の人の見解や議論を参考にする
ことになります。ただし、自分が参考にした議論が
誰によるものなのか、そしてそれがどのような情報
源で述べられたものなのかを「採点者にわかるよう
に」適切に言及したり、引用したりしなければなりま
せん。これは卒論の場合でも同様です。
以上に加えて、他人の議論や見解をそのまま書

き写して、その情報源を示さずに自分で考えたか
のようなふりをすることは、剽窃や盗用と呼ばれる
学術上の不正行為だと、きちんと認識しておく必要
があります。大学ではレポートであっても学術的な
文書として扱われることを知っておいてください。
レポートや卒論において剽窃が発覚した場合には、
不正行為該当科目の単位の取り消し、さらには、退
学といった重い処罰が課せられるのです。（「南山

大学における試験の不正行為に対する懲戒内規」）
参考文献一覧や引用の適切な方法については、

「レポートの書き方」といったタイトルのマニュアル
本を図書館や書店で見つけることができます。ある
いはネットで検索して見つけることもできるでしょ
う。こうした方法は簡単に身につけることができ、一
度身につければそのあとずっと役に立ちます。たと
えば公務員やNPO職員になって報告書を書くとき
にも、同じようにしなければならないのです。です
から、できるだけ早いうちに身につけておいてくだ
さい。
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インタビュー、アンケートなどが簡単ではないのはなぜか?インタビュー、アンケートなどが簡単ではないのはなぜか?

学んでいる分野によっては、レポートや卒論のた
めに調査や実験などを行う必要がある場合もある
でしょう。まず認識しておいてもらいたいのは、イン
タビューやアンケートや実験はどれも専門的な知
識や経験が必要な研究方法であって、なんの準備
や訓練もなしに行うことはできないということで
す。最悪の場合、他人に危害を与えてしまう可能性
があるということも忘れてはいけません。必ず指導
教員とよく相談の上、どのように行うかや、そもそ
も行ってもよいか、あるいは行う必要があるか等に
ついて指導を受けてください。

研究・調査倫理全般について

ここで述べた以外の関連する話題については以下の本を読
んでみてください。「人文・社会科学のための」となっています
が、理工学部の学生にも役に立つでしょう。

眞嶋俊造・奥田太郎・河野哲也 編著『人文・社会科学のための
研究倫理ガイドブック』、慶應義塾大学出版会、2015年。（特に、
神崎宣次「第1章 研究方法に関する倫理問題」）

お勧めの本

特に人を対象とする調査については慎重に行わ
なければなりません。調査対象となる人々のプライ
バシーへの配慮が十分なされているか等、事前に
検討しておかなければいけない事柄がたくさんあ
ります。そのため南山大学では、学部生であっても
人を対象とする調査を行う際には、必要に応じて研
究審査委員会の審査を受けなければいけません。
詳しくは「南山大学「人を対象とする研究」倫理

ガイドライン」を参照してください。
（http://office.nanzan-u.ac.jp/kyoken/dl/dl02.html）
また、プライバシーへの配慮が万全になされて
いる場合であっても、そもそも調査に協力するとい
うことは相手にとって負担であるということを忘れ
てはいけません。調査はそれを行う側の都合や利
益（たとえば卒論の完成）のために行われるもので
あって、そんなものに付き合わなければならない
義理は誰にもないのだと認識しておくべきです。
「卒論のため」とか「学生だから」というのは自分勝
手な調査を行うための言い訳になりません。
それでも調査への協力をお願いする必要がある
ときに、お願いする側はどういうことに気を使うべ
きでしょうか。たとえば、途中でやっぱり答えたくな
いとその人が感じた場合には、即座に中止しなけれ
ばなりません。次の本はこうした問題に関して教え
られるところの多い本なので、こうした調査を考え
ている人は一読することをお勧めします。

安渓遊地・宮本常一『調査されるという迷惑 フィールドに出る前に読んでおく本』みずのわ出版、2008年。

〈研究倫理：してはいけない篇〉裏面に続く▶
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存在しないデータ、研究結果等を作成すること
例）していないインタビュー記録を自分で書き、それをもとに卒論を書いた。

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結
果等を真正でないものに加工すること
例）調査をしていたが、どうしても思うようなデータが得られないので、少しデー
タの数値を変えて、それをもとにレポートを作成した。

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文などを当該研究
者の了解または適切な表示なく流用すること
例）ウェブページや本で書かれている内容を丸写し（あるいは、切り貼り）して自分
のレポートとして提出した。

Facebook、twitter等のSNSで不特定多数の人々に情報発信をするときは要注意！

電話　　052-832-3686（直通）
FAX　　052-831-2741
メイルアドレス　　kenkyu-jimu@nanzan-u.ac.jp
開室時間　　平日9時～17時（授業日予定表記載の事務休業日を除く）

大学は知的な活動の最前線です。教員の研究室や授業中の教室で
見聞きすることにも重要な研究成果が含まれているかもしれませ
ん。不用意に情報発信をすることで、気づかないうちに捏造・改ざん・
盗用に関与してしまうこともありえます。学生のみなさんも、大学と
いう研究共同体の一員だという自覚と自負をもって行動しましょう。

自分の研究に関わること、他の人の研究を見て疑念をもったこと
など、気づいたことがあれば、ここに連絡して相談してみましょう。

相 談 先

南山大学　教育・研究事務部
　 

！

●周囲の人たちが悲しく情けない気持ちになり、あなた自身も傷つきます。
●最悪の場合、退学処分を受けることもあります。（「知らなかった」は言い訳になりません。）

不正をしてしまったり、不正に関与してしまうと、どうなる？

これらは、研究者としてしてはならない「研究上の不正行為」の代表例です。

捏　造
（Fabrication）

改ざん
（Falsification）

盗　用
（Plagiarism）

としたら…もやっ ？？

研究倫理：「してはいけない」篇（研究不正の基礎知識）研究倫理：「してはいけない」篇（研究不正の基礎知識）
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